
指標 

（厚労省共通指標）

Process

期間 各指標の計算式と分母・分子の項目名 分母・分子の解釈 

分子 本人または代理決定者による事前指示の記録がある入院患者数 
※輸液、中心静脈栄養、経管栄養（胃ろうを含む）、

昇圧剤の投与、人工呼吸器、蘇生術の内容を含む

分母 80歳以上の入院患者数

収集

期間
１ヶ月毎  

調整

方法

厚21 高齢者での事前指示 Ａ）80歳以上の入院患者中、事前指示の記録がある患者の割合 

最小値0   25％値0   中央値0.21    75％値9.61    最大値22.67 

回答病院  22施設 

 回答病院は前年よりも4施設減り22施設から報告がありました。0.5％未満は12施設に倍増しました。前年20％

を超えていた5施設のうち2施設は10％、6％と低下しました。定義にあいまいさがあることから、カウントのし

かたが変わった可能性も考えられます。 

厚生労働省が発表した「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン（2018年3

月改訂）」では、近年諸外国で普及しつつあるACP（アドバンス・ケア・プラニング）の概念が盛り込まれたも

ので、ACPは本人が家族等や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセスのことです。 

上記ガイドラインでは、繰り返し話し合いその内容をそのつど文書にまとめておくとあります。本指標で分

子としてカウントする事前指示の記録には、輸液、中心静脈栄養、経管栄養（胃ろうを含む）、昇圧剤の投与、

人工呼吸器、蘇生術の内容を含む）こととしていますが、そのプロセスや、どの時期に記載されたものかも定

義されていません。医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断され、意思決定の前提となる十分な情報と変化し

うる状況への対応、代理決定者の判断などを含む決定プロセスの適切性が確保されているのかどうか、施設の

運用のしかたでも変わります。年齢により一律に行為を選択するチェック式の文書では、本プロセスの適切性

を守れない可能性もあります。あらためて、ガイドラインにそった考え方の学習を含めた議論やプロセスの見

直しが求められる指標といえます。 

指標の意義 

指標の計算式、分母・分子の解釈 

2019年間数値報告 

考察・分析 

・意思表示をする能力のある者が、「突然の病気」や「認知症」等で自分の意思を伝えることができなくなる前

に、“自分の終末期医療（ケア）をどうしてほしいのか”という思いや希望を事前に伝えることは重要である。
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